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第四十三回労働安全コンサルタント試験及び 

労働衛生コンサルタント試験の実施 

 国 家 試 験 

○第43回労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験の実施（平成27年6月11日）厚生労働省 

 労働安全衛生法（昭和47年法律第57号。以下「法」という。）第82条第1項及び第83粂第1項並びに第83条の2

の規定に基づき、第43回労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試験を次のとおり実施する

ので、労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント規則（昭和48年労働省令第3号。以下「規則」とい

う。）第6条第2項（第15条において準用する場合を含む。）に基づき公告する。 

１ 労働安全コンサルタント試験 労働安全コンサルタント試験は、試験の区分ごとに、筆記試験及び口述試

験によって行う。 

（1） 受験資格 次のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができな

い。 

  ア 学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学（短期大学を除く。）若しくは旧大学令（大正7年勅令

第388号）による大学又は旧専門学校令（明治罰年勅令第61号）による専門学校において理科系統の正

規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上 安全の実務に従事した経験を有するもの 

 イ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、

その後7年以上安全の実務に従事した経験を有するもの 

 ウ 学校教育法による高等学校（旧中等学校令（昭和18年勅令第36号）による中等学校を含む。以下同じ。）

又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、その後10年以上安全の実務に

従事した経験を有するもの 

 エ 技術士法（昭和58年法律第25号）第4条第1項に規定する第2次試験に合格した者（以下「技術士試験

合格者」という。） 

 オ 電気事業法（昭和39年法津第170号）第44条第1項第1号の第1種電気主任技術者免状の交付を受けてい

る者 

 力 建設業法施行令（昭和31年政令第273号）第㌘条の3の規定による1級の土木施工管理技術検定に合格

した者及び1級の建築施工管理技術検定に合格した者 

 キ 建築士法（昭和お年法律第202号）第12条の1級建築士試験に合格した者（以下「1級建築士試験合格

者」という。） 

 ク 法第11条第1項の規定による安全管理者として10年以上その職務に従事した者 

 ケ 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う安全に関する講習を修了し、かつ、15年以上安全の実務に従事

した経験を有する者 

 コ アからケまでに掲げる者のほか、厚生労働大臣が定める者 

（2） 筆記試験 

  ア 試験地：北海道、宮城県、東京都、愛知県、兵庫県、広島県、福岡県 

 イ 試験期日：平成27年10月20日（火） 

ウ 試験の区分及び試験科目 

試験の区分   試 験 科 目     試 験 時 間 

機 械    1  産業安全一般       10：00～ 

   2 産業安全関係法令       12：00 

                   3  機械安全(機会に    13:00～ 

          関する専門的知識の     14：00 

うち産業安全に係る   14：30～ 

          ものをいう。以下同     16：30 

じ。） 

電 気    1 産業安全一般          10：00～ 

   2 産業安全関係法令        12：00 

   3 電気安全（電気に      13：00～ 
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   関する専門知識のう         14：00 

   ち産業安全に係るも       14：30～ 

   のをいう。以下同           16：30 

   じ。） 

化 学    1 産業安全一般           10：00～ 

   2 産業安全関係法令         12：00 

   3 化学安全（化学に       13：00～ 

    関する専門知識のう         14：00 

    ち産業安全に係るも       14：30～ 

   のをいう。以下同           16：30 

   じ。） 

土 木    1 産業安全一般      10：00～ 

           2 産業安全関係法令         12：00 

           3 土木安全（土木に       13：00～ 

                   関する専門知識のち         14：00 

産業安全に係るのを       14：30～ 

いう。以下同じ。）         16：30 

建 築       1 産業安全一般         10：00～ 

  2 産業安全関係法令         12：00 

3 建築安全（建築         13：00～ 

関する専門知識の           14：00 

ち産業安全に係る         14：30～ 

のをいう。以下             16：30 

同じ。） 

（3） 口述試験 口述試験は、筆記試験に合格した者及び規則第4条の規定により筆記試験の全部を免除され

た者について行う。 

 ア 試験地：東京都、大阪府 

 イ 試験期日：平成鶉年1月中旬から2月上旬までの間で、あらかじめ受験者に通知する日               

ウ 試験の区分及び試験科目 

試験の区分  試 験 科 目 

機  械       1 産業安全一般 

  2 機械安全 

電  気       1  産業安全一般 

  2 電気安全 

化  学       1  産業安全一般 

           2 化学安全 

土  木       1  産業安全一般 

  2 土木安全 

建 築       1  産業安全一般 

      2 建築安全 

 

２ 労働衛生コンサルタント試験 労働衛生コンサルタント試験は、試験の区分ごとに、筆記試験及び口述試

験によって行う。 

（1） 受験資格 次のいずれかに該当する者でなければ、労働衛生コンサルタント試験を受けることができな

い。 

 ア 学校教育法による大学（短期大学を除く。）若しくは旧大学令による大学又は旧専門学校令による専

門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後5年以上衛生の実務に従事した経

験を有するもの 
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 イ 学校教育法による短期大学又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、

その後7年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 

 ウ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において理科系統の正規の学科を修めて卒業した者で、

その後10年以上衛生の実務に従事した経験を有するもの 

 エ 医師法（昭和お年法律第201号）第9条の医師国家試験に合格した者、同法第36条第1項の規定により

医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第41条の規定により医師免許を受けることができる者 

 オ 歯科医師法（昭和お年法律第202号）第9条の歯科医師国家試験に合格した者、同法第霊条第1項の規

定により歯科医師免許を受けた者とみなされた者及び同法第42条の規定により歯科医師免許を受ける

ことができる者 

  カ 薬剤師 

 キ 保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第2条の保健師として10年以上その業務に従事した者 

ク 技術士試験合格者 

 ケ 1級建築士試験合格者 

 コ 法第12条第1項の規定による衛生管理者のうち、衛生工学衛生管理者免許を受けた者で、その後3年以

上法第10粂第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものの管理の業務に従事

した経験を有するもの 

 サ 法第12条第1項の規定による衛生管理者として10年以上その職務に従事した者 

 シ 作業環境測定法（昭和50年法律第28号）第7条の登録を受けた者（以下「作業環境測定士」という。）

で、その後3年以上作業環境測定士としてその業務に従事した経験を有するもの 

 ス 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う衛生に関する講習を修了し、かつ、15年以上衛生の実務に従事

した経験を有する者 

 セ アからスまでに掲げる者のはか、厚生労働大臣が定める者 

（2）筆記試験 

 ア 試験地及び試験期日 試験地及び試験期日は、前記労働安全コンサルタント試験の筆記試験と同じで

ある。 

 イ 試験の区分及び試験科目 

試験の区分  試 験 科 目     試験時間 

保 健 衛 生   1 労働衛生一般       10：00～ 

                                        12：00 

2 労働衛生関係法令     13：00～ 

                          14：00 

3 健康管理             14：30～ 

                                             16：30 

労働衛        1 労働衛生一般       10：00～ 

生工学                                12：00 

2 労働衛生関係法令     13：00～ 

                          14：00 

3 労働衛生工学         14：30～ 

                                             16：30 

（3） 口述試験 口述試験は、筆記試験に合格した者及び規則第13条の規定により筆記試験の全部を免除され

た者について行う。 

 ア 試験地及び試験期日 試験地及び試験期日は、前記労働安全コンサルタント試験の口述試験と同じで

ある。 

 イ 試験の区分及び試験科目 

試験の区分   試 験 科 目 

保健衛生   1 労働衛生一般 

      2 健康管理 

労働衛       1 労働衛生一般 

        生工学     2 労働衛生工学 
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３ 試験における法令等の基準日（労働安全コンサルタント試験及び労働衛生コンサルタント試 験に共通。

以下同じ。） 

  解答に当たっては、平成27年4月1日（水）現在施行の法令等を前提とする。 

４ 受験手続 

（1）受験申請書 試験を受けようとする者（以下「受験希望者」という。）は、コンサルタント試験受験申

請書に所要事項を記入のうえ、次に掲げる書類等を添えて提出すること。 

  ア 写真 申請前6月以内に撮影した上三分身、正面、脱帽、ライカ判写真 

 イ 受験資格を有することを証明することができる書面 

 ウ 規則第4条又は第13条の規定に基づき、筆記試験の全部又は一部の免除を受けようとする者にあって

は、当該免除を受ける資格を有することを証明することができる書面 

（2）受験申請書の受付期間 平成27年7月6日（月）から同年8月5日（水）まで（受験希 望者のうち、筆記

試験の全部の免除を受けようとする者については、平成27年11月2日（月）から同月17日（火）まで）。

ただし、 郵送による場合は、受付期間の末日までの消印のあるものに限り受け付ける。 

（3） 受験申請書の提出先 公益財団法人安全衛 生技術試験協会本部 〒101－0065 東京都千代田区西神

田3丁目8番1号千代田ファーストピル東館9階 電話 03－5275－1088 

（4）試験手数料 

 ア 試験手数料は、24,700円とし、試験手数料の額を公益財団法人安全衛生技術試験協会が指定する郵便

局又は銀行の口座に払い込むこと。ただし、受験申請書を公益財団法人安全衛生技術試験協会本部に持

参する場合に限り、試験手数料を現金で支払うことができる。 

 イ 受験申請書を受理した後は、試験手数料は返還しない。 

５ 受験票の送付 筆記試験受験票は平成27年9月下旬、口述試験受験票は同年12月下旬に公益財団法人安全

衛生技術試験協会本部から受験申請者に直接送付する。 

 なお、試験日の20日前までに受験票が到着しなかった場合は、公益財団法人安全衛生技術試験協会本部へ

連絡をすること。 

６ 合格者の発表 

(1) 筆記試験の合格者の発表筆記試験の合格者の発表は、平成27年12月22日（火）に行う。 

(2) (2）口述試験の合格者の発表 口述試験の合格 者の発表は、平成28年3月下旬に行う。 

７ その他受験申請書等の頒布について 

（1）受験申請書及び受験申請手続の案内を平成 27年6月11日（木）から同年11月17日（火）までの間、次の

場所にて頒布する。 

  ア 公益財団法人安全衛生技術試験協会本部又は各安全衛生技術センター 

 イ 中央労働災害防止協会の各安全衛生サービスセンター 

 ウ 各都道府県労働基準（労務安全衛生）協会（連合会） 

 エ 一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会本部 

（2）郵便により受験申請書等の請求を行う場合は、「コンサルタント試験」と明記したメモと、205円切手を

貼付した宛先明記の返信用封筒（サイズ33cm×24cm）を同封して、公益財団法人安全衛生技術試験協会本

部又は各安全衛生技術センターに申し込むこと。 
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